
         

◆
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度
が

あ
り
ま
す
！ 

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な

ご
本
人
か
ら
の
申
請

保
険
料

の
全
額
ま
た
は

4
分
の
1

4
分
の
3

免
除
に
な
る
制
度

 

 

 

例

全
額
免
除

期
間
の

年
金
額
へ
の
算
定
額

保
険
料
を
全
額

納
め
た
場
合
と
比
較

2
分
の
1

と
し
て
計
算

 

 

 

病
気
や
事
故
で
障
害
が
残

障
害
年
金

一
家
の
働
き
手
が
亡
く
な

遺
族
年
金
の
受
け
取
り
を
確

保

 

●
申
請
に
つ
い
て 

役
場
住
民
課
窓
口
も
し
く

は
旭
川
の
年
金
事
務
所
へ
提
出
し
て
く
だ

 

申
請
が
遅
れ
て
も
最
大
2
年
1

月

前
ま
で
の
免
除
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き

申
請
が
遅
れ
る
と
万
一

の
際
に
障
害
年
金
な
ど
を
受
け
取
れ
な
い

場
合
や

の
免
除
審
査
の

特
例[

さ
れ
た
方
の
所
得
を

ゼ
ロ
と
し
て
審
査]

が
受
け
ら
れ
な
い
場

合

申
請
書
は
速
や
か
に
提

出

 

●
申
請
に
必
要
な
も
の 

①
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
申

は
手
続
先
の

本
年
金
機
構

に
あ
り
ま

 

②
年
金
手
帳

日
本
年
金
機
構
が
送

付
し
た
基
礎
年
金
番
号
が
わ
か
る
書
類 

③
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
写
し
や
雇

用
保
険
受
給
資
格
通
知
ま
た
は
雇
用
保

険
被
保
険
者
離
職
票
等
の

失
業
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
公

的
機
関
の
証
明
の
写
し か

ら
国
民
年
金

の
手
続
き
が
で
き
ま
す
！ 

 

申
請

や

の
利
用
登
録
が
必
要
と

等
の
情
報

を
活
用
し
て

や
パ
ソ
コ

ン
で
申
請
書
等
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き

紙
の
申
請
書
よ
り
も
簡
単
に
作

成

 

●
対
象
手
続 

①
国
民
年
金
被
保
険
者
のの

厚
生
年
金
か
ら

の
変
更
な
ど 

②
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
の

申
請 

③
国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付
特
例
申
請 

 

・
い
つ
で
も 

 

２４
時
間
３
６
５
日
申
請

 

・
ど
こ
で
も 

自
宅
や
職
場
な
ど
様
々
な
場
所
で
ス
マ

を
使

申
請

 

・
時
間
と
コ
ス
ト
削
減 

 

届
出
の
際
の
移
動
時
間
や
待
ち
時
間
が

郵
送
コ
ス
ト
等
の
削
減
が
期
待
で

 

●

の
手
続
及
び
申

請
方
法
は
こ
ち
ら 

          

◆
年
金
相
談
・
手
続
の
際

ご
予
約
を 

日
本
年
金
機
構
の
全
国
の
年
金
事
務
所

年
金
相
談
や
年
金
請
求
手
続
に
つ

事
前
予
約
が
可
能

 

待
ち
時
間
の
少
な
い
予
約
相
談
を
ぜ
ひ

ご
利
用

 

①
予
約
相
談
希
望
日
の
１

月
前
か
ら
前

日
ま
で
受
付

 

②
お
申
込
み
の
際

基
礎
年
金
番
号
の

年
金
手
帳
や
年
金
証
書

用
意

 

予
約
方
法

全
国
共
通
の
予
約
専
用

―

05―

４
８
９

旭
川
の
年
金
事
務
所
に
電

話
・
来
訪
時
に
お
申
込

 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

住
民
課
戸
籍
年
金
医
療

 

電
話
０
１
６
５―

26―

９
０
２
６ 

日
本
年
金
機
構 

旭
川
年
金
事
務
所 

電
話
０
１
６
６―

72―

５
０
０
２ 

https://myna.go.jp 
※手続にはマイナンバーカードと、そ

の受け取り時に設定したパスワードが

必要です。 


